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前回の主な委員意見 ( 案 ) 

1.  現状について 

● 患者の視点では、 医師は不足していると 感じる。 
● 現場の繁忙感は 強い。 医師は過剰になるという 認識は正しいのか 疑問。 
Ⅰ 診療科別格差が 大きい。 

Ⅰ県別格差が 大きい。 
e  地方では大学病院でも 医師が不足しており ，派遣余力がない。 

2,  医師需給に大きな 影響を与える 要因について 

Ⅰ 大学・医局と 学会が全体を 見据えずに医師を 手元に集めることが 需給バラ 

ンスを乱している。 
Ⅰ 労働基準法適用強化の 影響が大きい。 

e  産婦人科・小児科は 新規参入医師が 少ない。 年齢構成が偏っている。 
e  都道府県別の 人口当たりの 医学部定員が 偏在している。 
◆ 女性医師の増加が 需給に影響している。 

Ⅰ 患者 - 医師との関係の 変容により、 インフオームトコンセントを 含む患者一 

人当たりの診療時間が 非常に多くなってきている。 
Ⅰ 地域医療を守っている 多くの医師が 引退年齢にあ る。 
Ⅰ 医師の気質が 変わり、 過疎地域に行きたがらなくなっている。 

3. 検討すべき課題について 

臼 ) 地域偏在の解消等について 

●
●
●
 

医師不足地域への 医師誘導 策は ついて外国事例を 参考としてはどうか。 
医療施設集約や 医療提供体制の 効率化を図るべき。 
医師の分布に 関して国が規制等関与すべき。 
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(2) 診療科偏在の 解消等について 

Ⅰ 分野別 E 部数について 学会が役割を 果たすべき。 
e  欧米は家庭医の 養成や資格が 制度化されている。 日本でも検討すべき。 
e  専門 E 認定機構で適正な 専門医数について 検討しており ，これを念頭に 

置きながら議論する 必要があ る。 

Ⅰ 専門 E を地域別に均衡に 配置することも 併せて考えるべき。 

(3) 良賈な医師の 養成・確保について 

Ⅰ 問題医師排除の 市場原理が欠如している。 医師の評価が 重要。 
Ⅰ 日本では免許があ れば制約がないが、 諸外国では、 専門的医療行為には 

資格や経験が 必須要件となっている。 参考とすべき。 

4.  その他 

● 医師が過剰となると 質に問題が生じるのか ，医師過剰国の 事例を検討す 
べき。 

Ⅰ 時間帯に よ る不足の実態も 把握する必要があ る。 
Ⅰ数字の比較はそれぞれの 国の医療制度、 勤務実態を勘 酌 した ぅぇ で解釈 

する必要があ る。 
Ⅰ 医療法の人員配置基準が 医療の実態に 合っていないということが、 医師の 

需給についての 考え方を混乱させている。 
Ⅰ 一律に議論するのは 難しく、 いくつかのタイプの 医療機関別に、 医療内容、 

医療現場でのそれぞれの 対応等の客観的チータを 基に検討する 必要があ 

る 。 

Ⅰ過去の医師需給の 検討が行われた 時の社会的背景、 医療を取り巻く 背景 

が大きく変わってきている。 
Ⅰ 医師の働き方の 個人差が大きい。 勤務医の勤務実態や 女性の勤務実態 

を 踏まえた、 医師需給推計が 必要。 
Ⅰ卒後 3 年目以降の研修のあ り方が医師需給を 考える上で重要。 
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